
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆地球温暖化対策推進協議会とは 

 

地球温暖化対策を推進するため、私たちの日常生

活や事業活動の中での温暖化の原因となる温室効果

ガスの排出を、地域の中で削減する方策を考えそれ

を実践していこうとする人達が一緒に活動していく

公益的な団体です。  

市民、市民団体、事業者、地球温暖化防止活動推

進員、市等が協働して環境に配慮した行動を積極的

かつ継続的に実践し、地域に即した地球温暖化対策

を推進します。 

  

◆事業内容 

  

・温室効果ガスの排出の抑制等を効果的に推進する

ための行動計画の策定及び実行に関すること。  

・地球温暖化対策の推進に必要な環境学習、普及啓

発活動の推進及び情報の提供に関すること。  

・市民・事業者への支援事業の実施に関すること。 

 

市川市地球温暖化対策推進協議会では、地球環境を守り、

市川市の子どもたちの未来を守るため、皆さんの参加をお

待ちしております。 

 

■入会資格 

本会の目的並びに活動に賛同される個人や企業・団体 

（市内や市外は問いません）  

■会員種別 

○個人会員 

  個人で入会を希望される場合は、個人会員となります。 

○団体会員 

  企業や団体などで入会を希望される場合は、団体会員

となります。 

■会費   

入会金や会費は無料です。 

● お申込・お問合せ 

市川市地球温暖化対策推進協議会事務局 

（市川市 環境部 総合環境課内） 

電話：047-712-5782 

FAX：047-712-6320 

e-mail：icp@city.ichikawa.lg.jp 
 

市川市 温暖化 

検 索 

スマートフォンから 

パソコンから 

会員登録フォームからお申し込みください 
◆近年の事業実績 

 

○環境フェア 

ブースの出展、クイズラリーの実施 

 

○未来ノート 

小学校への出前授業 

 

○環境映画上映会 

 

○地球温暖化防止特別講演会 

 

○事業者向け省エネルギーセミナー 

 事業所における省エネのポイントや補助金の活用 

について紹介 

 

○環境かるた大会 

 環境問題をテーマに作成したかるたを用いた大会 

 

○エコキャンパスツアー 

「自然エネルギー100％」を達成した千葉商科大学 

の見学ツアー 

電話から 

047-712-5782 

2025_04 

 



 

 

市川市地球温暖化対策推進協議会 規約 

（名称） 

第１条 この団体の名称は、市川市地球温暖化対策推進協議会（以下「本

会」という。）という。 

（目的） 

第２条 本会は、市川市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に基づく対

策、主に日常生活における温室効果ガスの削減を、市民・事業者・

関係団体および市が協働で推進することを目的とする。 

（活動） 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。 

（１）地球温暖化対策に係る課題の検討と、啓発及び取り組みの立案に関

すること 

（２）地球温暖化対策に係る啓発及び取り組みの推進に関すること 

（３）市川市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)に係る状況把握及び施

策評価、さらに課題の抽出と改善案の提案に関すること 

（４）地球温暖化対策に係る情報の収集及び提供に関すること 

（５）その他、本会の目的を達成するために必要なこと 

（会員） 

第４条 本会の目的に賛同し、活動若しくは協力する個人、事業者、団体、

教育機関、行政等が会員となることができる。 

 ２ 本会の活動に参加、若しくは協力する意思を表明することで入  

会とする。 

 ３ 会員は、団体会員及び個人会員とする。 

（役員） 

第５条 本会は、次の役員を置く。 

（１）理事 １５名以内 

（２）監事   ２名 

 ２ 理事のうち１人を会長、１人を副会長、1人を会計とする。 

 ３ 会長、副会長及び監事は、役員会において互選する。 

 ４ 会長は、本会を代表し、会務を総理する。 

 ５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けた

ときは、その職務を代行する。 

 ６ 会計は、会長が指名し、会計に関する事務を掌理する。 

 ７ 理事は、役員会に参加し、会務を執行する。 

 ８ 監事は、必要に応じて役員会に参加し、本会の経理事務、運営を監

理し、会員に経理事務及び事業の監査報告を行う。 

 ９ 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者

の残任期間とする。 

１０ 役員は、前項の任期が満了した後において、後任の役員が選出され

るまでの間は、役員の職務を行うものとする。 

１１ 役員は、再任されることができる。 

（顧問） 

第６条 本会に、顧問を置くことができる。 

 ２ 顧問は、会長が役員会の承認を得てその在職期間を定めて委嘱する。 

 ３ 顧問は、役員会の求めに応じて、助言を行うほか、会議に出席し、

意見を述べることができる。 

（役員会） 

第７条 役員会は、役員をもって構成し、会長が招集し、会長がその議長

となる。 

 ２ 役員会の議決は、出席した役員の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、議長の決するところによる。 

 

３ 議長が認めれば、傍聴している会員も発言することができる。 

 ４ 役員会は、次の事項を協議し、決定する。 

（１）総会に付議すべきこと 

（２）総会の議決した事項の執行に関すること 

（３）その他、総会の議決を要しない活動に関すること 

（総会） 

第８条 総会は、定期総会を毎年 1 回、及び臨時総会を必要に応じて会長

が招集し、会長が議長となる。 

 ２ 総会は、会員をもって構成する。 

 ３ 総会の議決は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、議長の決するところによる。 

 ４ 総会は、役員会から付議された次の事項を協議し、決定する。 

（１）運営方針に関すること  

（２）事業計画及び予算に関すること 

（３）事業報告及び決算に関すること 

（４）役員の選出に関すること 

（５）規約の改正に関すること 

（６）その他、運営に関する必要事項 

（委員会） 

第９条 本会には、本会の活動を推進するため、役員会の承認を経て、委

員会を置くことができる。 

 ２ 委員会に関する必要な事項は、役員会において別に定める。 

（資産） 

第１０条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。 

（１）寄附金 

（２）その他の収入 

（会計） 

第１１条 本会の会計年度は、毎年５月１日に始まり、翌年４月３０日に

終わる。 

 ２ 本会の予算は、毎会計年度ごとに会長が作成し、総会の議決を経な

ければならない。 

 ３ 本会の決算は、毎会計年度終了後に会長が作成し、監事の監査を請

け、総会の議決を経なければならない。 

（事務局） 

第１２条 本会の事務局は、市川市環境部総合環境課に置き、事務を処理

する。 

 ２ 会員から意見等を聴取した場合、役員会若しくは委員会に報告する。 

（その他） 

第１３条 この規約に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

（附則） 

 １ この規約は、設立の日(平成２２年１１月２４日)から施行する。 

 ２ 本会の設立当初の会計年度は、第１０条の規定にかかわらず、設立

の日から平成２３年４月３０日までとする。 

 

(附則) 

   この規約は、令和５年５月２３日から施行する。 

 

市川市地球温暖化対策推進協議会 

設立趣意書 

私たちは、産業革命以降、豊かで便利な生活を求め、

社会経済活動を活発化させてきました。しかし、その

結果、大気中には、大量の温室効果ガスが排出され、

それに伴う地球温暖化の急激な進行を招きつつありま

す。このままでは、多様な生物の生存を脅かすのみな

らず、人類の生存をも危うくすることが懸念されてい

ます。 

市川市は今、誰もが健やかに暮らせる「健康都市」

を目指し、取り組んでいます。その実現と継承のため

には、豊かな自然や限りある資源を子どもたちに残し

ていくことが必須です。 

このかけがえのない地球環境は、今生きている私た

ちだけのものではありません。子どもたちの未来を見

据え、今こそ行動を開始する時です。 

大人の私たちが自ら、率先して地球温暖化対策に取

り組んでいきましょう。 

そのための推進組織として、市民、事業者、関係団

体、市で構成する「市川市地球温暖化対策推進協議会」

をここに設立いたします。 

平成22 年11 月24 日 

「市川市地球温暖化対策推進協議会」暫定役員会一同 

 


